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○宜野湾市地域福祉計画懇話会設置規則 

平成９年４月１日 

規則第16号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、宜野湾市附属機関設置条例(昭和55年宜野湾市条例第９号)

第３条の規定に基づき、宜野湾市地域福祉計画懇話会(以下「懇話会」という。)

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(審議事項) 

第２条 懇話会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項の基本的及び具体的な考

え方について調査し、及び審議する。 

(１) 地域福祉に関する計画策定に関すること。 

(２) 障害者福祉に関する計画策定に関すること。 

(３) その他前２号に掲げるもの以外の福祉に関する計画策定に関すること。 

(４) 前３号に掲げる計画の点検評価に関すること。 

(平12規則38・平18規則42・平24規則10・令7規則・一部改正) 

(組織) 

第３条 懇話会は、10人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 市民団体の構成員 

(３) 社会福祉団体の構成員 

(４) 行政機関の職員 

(５) その他市長が必要と認めた者 

(平18規則42・平24規則10・一部改正) 

(任期) 

第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員が任命され、又は委嘱された時における当該
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身分を失った場合は、委員の資格を失うものとする。 

３ 委員の再任は妨げない。 

(平12規則38・平17規則17・平18規則42・一部改正) 

(会長及び副会長) 

第５条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。 

２ 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

(平18規則42・一部改正) 

(会議) 

第６条 懇話会は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 懇話会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 会長は、懇話会における審議の参考に供するため、必要に応じ委員以外の者

を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることが

できる。 

(専門委員会) 

第７条 懇話会は、特定の事項を調査及び審議させるため、専門委員会を置くこ

とができる。 

２ 専門委員会は、12人以内の専門委員をもって組織する。 

３ 専門委員は、次に掲げる者のうちから、会長が選任し、市長が委嘱する。 

(１) 懇話会の委員の中から会長が指名する者 

(２) 委員以外で第２条の審議事項に精通する者 

４ 専門委員会に、委員長及び副委員長を置き、専門委員の互選によってこれを

定める。 

５ 委員長は、専門委員会における審議の経過及び結果を懇話会に報告しなけれ
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ばならない。 

６ 前項に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が

会長の同意を得て定める。 

(平24規則10・一部改正) 

(庶務) 

第８条 懇話会の庶務は、地域福祉計画を所管する課において処理する。 

２ 専門委員会の委員会の庶務は、第２条に規定する審議事項の各担当課におい

て処理する。 

(平24規則10・全改、平25規則６・一部改正) 

(委任) 

第９条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し、必要な事項は会長

が懇話会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則(平成12年７月21日規則第38号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成17年９月15日規則第17号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成18年９月22日規則第42号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成24年３月30日規則第10号) 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則(平成25年３月１日規則第６号) 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則(令和７年５月29日規則第35号) 

この規則は、令和７年５月29日から施行する。 
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１『地域福祉計画』・『地域福祉活動計画』 
『地域福祉計画』社会福祉法第 107条の規定にもとづき、地域福祉推進に

むけた基本的な事項を市町村が定める行政計画です。 

『地域福祉活動計画』は、社会福祉協議会が呼びかけを行い、住民、地域に

おいて福祉に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業を経営する者

が協働して地域福祉を推進することを目的に、相互協力して策定する活動計

画です。 

 

 

２ 第四次宜野湾市地域福祉計画・第四次宜野湾市地域福祉活動計

画の策定の目的及び手法  

本計画は、地域社会の希薄化が進む中でも、制度・分野ごとの縦割りや、「支

え手」や「受け手」という関係を超えて、市民や地域の多様な主体が参画し、

人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、共に支え合える共生

社会を本市においてつくることを目的に策定します。 

また、宜野湾市と宜野湾市社会福祉協議会のそれぞれの特性を生かしながら、

地域福祉を一体的に推進していくため、新たな計画の策定作業の過程から協働

し、地域福祉計画・地域福祉活動計画を一体的に策定します。 

具体的には、近年の国・県・宜野湾市の動向の把握・整理をはじめ、市民や

関連団体等の意向把握、第 3次計画の点検等を通して課題を把握し、その解決

に向けた新たな計画として第四次宜野湾市地域福祉計画・第四次宜野湾市地域

福祉活動計画を策定します。加えて、成年後見制度利用促進計画を包含してい

くことにより、地域での支え合いの仕組みの一層の充実をめざします。 
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３ 計画の位置づけ                        

本計画は、『第四次宜野湾市地域福祉計画』と『第四次宜野湾市地域福祉活

動計画』を一体的に策定することにより、両計画の特性を合わせ持つとともに、

「成年後見制度の利用促進に関する法律」に基づく『宜野湾市成年後見制度利

用促進計画』を包含した計画として位置づけ、各部門の計画と連携し合いなが

ら進めていくものとしています。 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          地域、市民参画という視点 

第四次宜野湾市地域福祉計画・ 

第四次宜野湾市地域福祉活動計画 

都市・生活基盤関連計画等 

・道路、公園計画 

・住宅計画 

・産業関連計画 

・環境関連計画 等 

 

 

教育・文化関連計画等 

・学校教育関連計画 

・生涯学習計画   等 

 

 

宜野湾市総合計画 

 

男女共同参画計画等 

その他部門ごとの計画 

地
域
、
市
民
参
画
と
い
う
視
点 

宜野湾市健康増進計画 健康ぎのわん 21（第２次） 

第
四
次
宜
野
湾
市
障
が
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者
基
本
計
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第
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期
宜
野
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齢
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保
健
福
祉
計
画 

・
介
護
保
険
事
業
計
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第
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野
湾
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と
り
親
家
庭
自
立
促
進
計
画 

第
２
期
宜
野
湾
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

宜野湾市市民協働推進基本指針 

市民との協働に
よる計画の推進 

宜
野
湾
市
子
ど
も
未
来
応
援
計
画 

第
６
期
宜
野
湾
市
障
が
い
福
祉
計
画 

・
第
２
期
障
が
い
児
福
祉
計
画 

宜野湾市成年後見制度利用促進計画 
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４ 計画の期間                          

 計画期間は、令和４年度から令和８年度までの５か年計画とし、必要に応じ

て見直しを行うこととします。 

 

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

宜野湾市総合計画 
      

宜野湾市地域福祉計画 

      

宜野湾市地域福祉活動
計画 

      

宜野湾市高齢者保健
福祉計画・介護保険事
業計画 

      

宜野湾市障がい者 
基本計画 

      

宜野湾市障がい者計画 

及び 

宜野湾市障がい児福祉計画 

      

宜野湾市子ども・子育て
支援事業計画 

      

宜野湾市子ども未来 
応援計画 

      

宜野湾市ひとり親家
庭自立促進計画 

      

宜野湾市健康増進計画  
健康ぎのわん 21 

      

 

第四次基本構想・後期基本計画 第五次 

第三次 

第３次 

第四次宜野湾市地域福祉計画・ 
第四次宜野湾市地域福祉活動計画 

第８期 第９期 

第五次 第四次 

第６期 第７期 

第２期 第３期 

第二期 第三期 

第２次 第３次 

第３次 第４次 

第２次 第１次 
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５ 基本目標                           

 基本理念にかかげた都市
ま ち

を実現するため、計画の骨格となる目標を以下の通

り定めています。 

 

目標１：みんなで支える地域共生社会づくり 

 「支え手」「受け手」という関係を超えて、みんなで支え合う地域共生社会

づくりを進めるため、身近な地域での市民相互の連携や関係団体との連携充実

を図っていくとともに、活動の場の充実や防犯・防災対策の充実を図ります。

また、多様な地域資源等との連携のもと、生活に困窮する世帯への支援や子ど

もの貧困対策の充実を図ります。 

 

 

目標２：福祉を担う心豊かな人づくり 

 共に支え合う心豊かな人づくりを行うため、福祉教育や地域福祉に関する啓

発活動により、地域福祉への意識の醸成を図ります。また、市民が気軽にボラ

ンティア活動等に参加できる環境づくりや、地域人材・資源の掘り起こし等に

よる多様な担い手育成を図ります。 

   

 

目標３：すべての人にやさしい福祉のまちづくり 

 子どもや高齢者、男性や女性、障がいの有無、国籍などにかかわらず、誰も

が生き生きと活動し、安心して暮らしつづけることができるよう、すべての人

にやさしい福祉のまちづくりを進めます。そのため、バリアフリーの環境整備

をはじめ、包括的な相談支援体制や情報提供、一人ひとりの権利が尊重される

よう、支援体制の充実を図ります。 
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１）包括的な相談支援体制の充実 

２）誰もが必要な情報を入手できる仕組みづくり・

サービスの質の向上 

 

１）成年後見制度の利用促進 

２）福祉サービス利用援助事業等の充実促進 

３）擁護を必要としている市民の発見・支援 

１）生活困窮者の自立促進や住居の確保に向けた支援 

２）生活に対する支援の実施 

１）貧困の連鎖を断ち切るための包括的な支援 

６ 計画の体系図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）市民主体の支え合いの場の充実 

２）地域福祉コーディネーターの活動の充実 

１）福祉教育の充実 

２）地域を担う人材・資源の掘り起こし・育成 

３）民生委員･児童委員や健康福祉サポート人材の

養成・支援 

１）自治会・福祉団体等の活性化 

２）地域での居場所・活動の場の充実 

１）防犯・防災対策を通した地域づくりの推進 

２）避難行動要支援者に対する支援の充実 

１）外出・移動支援の推進 

２）バリアフリーな環境整備の推進 

目標１： 
みんなで支える 
地域共生社会 
づくり 

１）ボランティア活動の促進 

２）ボランティアコーディネート機能の充実 

 

目標２： 
福祉を担う 
心豊かな人づくり 

目標３： 
すべての人に 

やさしい 
福祉のまちづくり 

（１）地域で支え合う仕

組みづくり 

（２）地域活動の活性化

支援 

（３）地域で取り組む 

防犯・防災対策の充実 

（２）バリアフリーの

まちづくり 

（１）包括的な相談支援・ 

情報提供体制の強化 

（３）権利擁護の仕組みの

充実（宜野湾市成年後見制度利

用促進計画を包含） 

（１）担い手の育成 

（２）ボランティアの

育成・活用 

（４）生活困窮者自立支援

対策の推進 

（５）子どもの貧困対策の

充実 



資料２ 

6 

７ 目標指標       

本計画をより実効性のあるものとするため、以下の目標指標を位置づけ、達成

状況等を測っていくものとします。 

 

目標項目 
現状値 

（令和３年度） 
目標値 

（令和８年度） 
目標値設定の根拠・考え方等 

関連する 
目標 

『地域支え合い活動

委員会』などに参加し

てみたいと考えてい

る市民の割合 

28.4％ 36.6％ 

・市民アンケート調査において、地域支え合い委

員会などの場に“ぜひ参加したい”や“都合が

合えば参加してみたい”という参加に前向きな

意向を示した方の割合。 

・同設問において、“誘われれば参加してもよい”

と回答した方が 16.4％であったことから、今

後、「地域支え合い活動委員会」の周知や活動

の充実促進を図る事により、そのうちの半数

（8.2％）が参加に前向きな意向を示すように

なることをめざす。 

目標１（１） 

地域活動やボランテ

ィアに参加している

人の割合 

26.8％ 35.1％ 

・市民アンケート調査において、地域活動やボラ

ンティア活動に“参加していない”と回答した

方を除いた割合。 

・自治会への加入促進をはじめ、福祉教育の推進

や福祉人材の掘り起こし、大学や専門学校との

連携、企業等の社会貢献活動の働きかけ等、多

様な人材のボランティア参画支援等を図って

いくことにより、“参加していない”方を１割

程度減らしていくことをめざす。 

目標１（２） 

目標２（２） 

自治会加入世帯数 

11,021 

世帯 

※R2 年度末 

11,450 

世帯以上 

・沖縄国際大学との共同研究により策定した『自

治会の活性化に向けた提言書』に基づき、「組

織運営の強化」「勧誘活動の強化」「周知活動の

強化」「子育て支援の強化」「自治会活動の担い

手確保の強化」に自治会と共に取り組むことに

より、自治会加入世帯の増加をめざす。 

目標１（２） 

『避難行動要支援者

名簿』の取り組みの認

知度 

14.3％ 22.0％ 

・市民アンケート調査より、避難行動要支援者名

簿作成の取り組みについて、“名称も内容も知

っている”及び“名称だけは知っている”と回

答した方の割合。 

・今後、『災害時避難行動要支援者避難支援計画』

の策定を図っていくとともに、避難行動要支援

者名簿の取り組みを積極的に推進していくこ

とにより、1.5 倍程度まで認知度を引き上げて

いくことをめざす 

目標１（３） 

各種相談窓口及び徴収

業務担当課から生活保

護及び生活困窮の窓口

へつなげた件数 

70 件 

（5.8 件/月
※） 

 

※R３年度４
～11 月平均 

150 件 

（12 件/月） 

・各窓口の意識や連携を高めることで、生活保護

と同等数が生活困窮相談の窓口へつながれる

ことを目指し、合わせて月 12 件程度つながれ

る状況を目指す。 

・R３年度の値は、各相談窓口から生活困窮の窓

口へつながれた件数は未把握のため生活保護

相談のみでの値 

目標１（４） 
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地域等における子ど

もの居場所の設置箇

所数 

６小学校区 

（全９箇

所） 

９小学校区

（９小学校に 

各１箇所以 

上） 

・「子どもの居場所」が設置されている小学校区

の数。 

・「子どもの居場所連絡会」の開催の継続や、新

規に子どもの居場所の設置を検討している団

体等への情報提供等の支援を行うことにより、

全小学校区に１箇所以上設置されている状況

をめざす 

目標１（５） 

民生委員・児童委員の

委嘱率 
82.3％ 

95.2％ 

以上 

・民生委員･児童委員の定数（141 名）に対する委

嘱率。（令和 3 年 4月 1 日時点で 116 名委嘱。） 

・民生委員･児童委員の PR をはじめ、やりがいや

魅力が伝わるような情報発信の工夫を行うこ

とにより、委嘱率の向上を図る。委嘱率 100％

の達成に向けて取り組んでいくが、最低でも全

国平均の委嘱率以上となることをめざす。 

目標２（１） 

企業や社会福祉法人

等による地域貢献 
0件 100件 

・企業では、CSR 活動や地域貢献事業活動が活発

であり、社会福祉法人は、多様な福祉課題・生

活課題への地域貢献が望まれています。本市の

地域課題解決に向けた取り組みの充実をめざ

す。 

※宜野湾市社会福祉協議会にて寄付や活動支援

を指す事であり、令和 4年度から新たに地域貢

献活動に対しての目標設定を行います。 

目標２（2） 

“どこの相談先にも

つながっていない（よ

うにみえる）方”が身近

な地域等に存在しな

い割合 

90.4％ 95.2％ 

・市民アンケート調査において、課題や困難を抱

えていながら「どこの相談先にもつながってい

ない（ようにみえる）方」が身近な地域に“い

る・聞いたことがある”と回答した方を除いた

割合。 

・今後、属性や世代を問わずに包括的に相談・支

援を行う体制づくりを進めることにより、どこ

の相談先にもつながっていない（ようにみえ

る）方を半減させていくことをめざす。 

目標３（１） 

目標１（１） 

 

重度身体障害者移動

支援事業の利用回数 

70 回 

※令和 2年

度 

90 回以上 

・車いすのまま乗車できる車輛（リフト付き車

輛）の貸出を行う「重度身体障害者移動支援事

業」の利用回数。 

・車いすを利用している障がい者・高齢者の日常

生活をサポートするため、同事業の積極的な周

知を図り、より多くの方に利用していただける

状況をめざす 

目標３（２） 

成年後見制度の認知

度 
30.0％ 38.4％ 

・市民アンケート調査より、成年後見制度の“内

容について知っている”と回答した方の割合。 

・同設問において、“聞いたことはあるが内容ま

では知らない”と回答した方が 41.9％であっ

たことから、今後、制度に関する周知等を行う

ことにより、そのうちの２割程度（8.4％）が

成年後見制度の内容まで知っている状況とな

ることをめざす 

目標３（３） 

 



①交流拠点施設配置（案）（1階）

３）真栄原地区の取組み状況

現時点の配置（案）であり、今後変更となる可能性があります。

【別館】
社会福祉協議会、各種団
体控室、ボランティアサ
ロン、チュイシージーセ
ンター

【本館】
小ホール、会議室、トレーニ
ング室、シャワー室、相談室、
障がい者地域活動支援セン
ター、保健相談センター（健
康増進課）等

R7年4月真栄原地区
住民説明会資料
(プロジェクト推進室提供)

 資料３



①交流拠点施設配置（案）（2階）

３）真栄原地区の取組み状況

現時点の配置（案）であり、今後変更となる可能性があります。

【本館】
会議室、調理室、親子教室、
児童発達支援室 等

R7年4月真栄原地区
住民説明会資料
(プロジェクト推進室提供)

資料４



令和7年7月23日　地域福祉計画懇話会資料

新 再

野嵩一区 6 3 -3 6 5 -1 2 3

野嵩二区 2 2 0 2 2 0 1 1

野嵩三区 4 4 0 4 4 0 1 3

普天間一区 3 2 -1 3 1 -2 0 1

普天間二区 2 1 -1 2 1 -1 0 1

普天間三区 4 4 0 4 3 -1 0 3

新　　城 6 6 0 6 6 0 2 4

喜友名 4 3 -1 4 3 -1 2 1

主任児童委員 2 2 0 2 2 0 0 2

  計 33 27 -6 33 27 -6 8 19

伊　　佐 5 4 -1 5 3 -2 0 3

大　　山 8 6 -2 8 5 -3 0 5

真志喜 7 3 -4 7 3 -4 0 3

宇地泊 5 3 -2 5 3 -2 0 3

大謝名 6 5 -1 6 4 -2 0 4

大謝名団地 2 2 0 2 1 -1 0 1

嘉数ハイツ 3 2 -1 3 1 -2 0 1

上大謝名 4 4 0 4 4 0 0 4

主任児童委員 3 1 -2 3 0 -3 0 0

計 43 30 -13 43 24 -19 0 24

嘉　　数 4 4 0 4 4 0 1 3

真栄原 11 10 -1 11 9 -2 3 6

我如古 11 11 0 11 7 -4 0 7

宜野湾 10 8 -2 10 6 -4 0 6

主任児童委員 2 2 0 2 1 0 1 0

計 38 35 -18 38 27 -32 5 22

長　　田 9 8 -1 9 8 -1 1 7

愛　　知 9 8 -1 9 7 -2 0 7

中　　原 7 5 -2 7 6 -1 1 5

主任児童委員 2 2 0 2 2 0 0 2

計 27 23 -4 27 23 -4 2 21

141 115 -26 141 101 -40 15 86

委嘱率：81.56％ 委嘱率：71.63％

民生委員・児童委員
合　　　計

宜
野
湾
中
学
校
区

民
児
協

民生委員・児童委員及び主任児童委員配置状況（一斉改選）

自治会名

令和７年7月１日時点

定数
推薦
人数

普
天
間
中
学
校
区

民
児
協

真
志
喜
中
学
校
区

民
児
協

嘉
数
中
学
校
区

民
児
協

不足
数

令和７年12月１日時点
（一斉改選）

定数
推薦
人数

不足
数

内訳

資料５


